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業務委託仕様書 

 

１．業 務 名 

  平成３０年度御宿町小学生英語力向上支援事業 

 

２．総  則 

  平成３０年度御宿町小学生英語力向上支援事業は、契約書で定めるもののほか、この仕様書

により実施するものとする。また、実施にあたっては、御宿町教育委員会と十分な連絡調整を

行い、円滑に実施するものとする。 

 

３．事業目的 

  小学校中学年での「外国語活動」、高学年での「外国語」の先行実施にあたり、民間事業者を

活用した英語教室を実施することで、児童の英語への関心を高め、児童の英語力向上を支援す

ることを目的とする。 

 

３．委託期間 

  契約締結日の翌日から平成３１年３月３１日まで 

 

４．実施場所 

  御宿町公民館会議室または町教育委員会が指定する場所とする。 

 

５．対象児童 

  御宿町在住で御宿小学校及び布施小学校に通う小学４年生４８名（希望者） 

 

６．業務内容   

（１）英語必修化に伴う「週末英語教室」の実施 

  ・英語に慣れ親しむことを中心に、小学５年から始まる教科「外国語」の授業につなげてい 

   けるよう、参加者のレベルに応じた個別（少人数グループ）指導方式で実施する。 

  ・学習内容は、小学校学習指導要領（平成２９年度告示）を踏まえた内容とすること。 

（２）教室開催日等 

  ・開催日時  土曜日の午後とする。開催日については学校行事等を考慮し、発注者と受注

者で協議・調整の上、決定する。 

  ・開催回数  全３０回とする。 

 

７．人員体制 

（１）責任者の配置 

  ・本業務全体を統括し、町教育委員会との連絡調整及び参加者対応、受託事業運営の総括を

行う責任者を配置すること。 

  ・責任者は、教育関連事業で学習指導に関する職務経験を３年以上有しているほか、地方自

治体が委託元となる学習支援事業における運営経験がある者とする。 

（２）学習指導員の配置及び条件 

  ・１クラスに１名以上の指導員を配置すること。 

  ・指導員は児童を大切にし、親しみやすい指導者として人格的に優れている者であり、学習

指導要領について一般的な知識を有し、過去１年間において小学生を対象に指導の経験が

あること。 
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（３）指導員の資質向上 

   受注者は、研修を実施するなど責任を持って指導員の指導技術等の資質向上を図ること。 

（４）中止等の対応 

   台風や自然災害等により教室がやむを得ず延期となった場合、受注者は講師のスケジュー 

  ル等を調整し、代替えの実施を滞りなく行うこと。 

 

８．実施報告及び請求 

（１）受注者は、実績報告書（任意様式）を月ごとに作成し、翌月１０日までに発注者に提出す 

ると共に、発注者の検収を受けた後、それに対応する請求書を提出すること。ただし、３月 

分については、３月末日までに提出すること。 

（２）受注者は、委託者に報告すべき必要な事柄が生じた場合は、月例報告を待たず、適宜速や 

かに報告すること。 

（３）その他、必要に応じて発注者は受注者に対して報告を求めることができるものとする。 

 

９．委託料の支払い 

  委託料の支払いは月払いとし、８の（１）にある検収後、受注者の請求に基づき支払うもの 

とする。 

 

１０．守秘義務等 

（１）受注者は、本仕様書の他、関係法令等を遵守すること。 

（２）受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期間満了 

後においても同様とする。 

（３）発注者から提供された当事業における個人情報記録文書は、業務終了後速やかに返還する 

こと。また、個人情報を含むデータは速やかに消去すること。 

 

１１．その他留意事項 

（１）実施にあたっては、児童が安心して安全に学習に参加できるよう十分配慮すること。 

（２）事故等があった場合、受注者は所要の処置を講ずると共に、事故発生の原因及び経過、被 

害の状況等について直ちに発注者に報告すること。なお、参加児童の保険は町が加入する。 

（３）児童及びその保護者等からの苦情、トラブル等の対応は、原則として受注者の責任で行う 

こと。 

（４）児童の参加が滞った場合、参加を働きかけ、学習意欲及び問題解決する力を育むよう支援 

すること。 

（５）指導員が勤務成績の不良又は心身の故障等により業務の遂行に支障があるとき、もしくは 

指導者として相応しくない行為があるなど、業務の遂行に適格性を欠くと発注者が判断する 

ときは、発注者は指導員の交代を要求することができるものとする。 

（６）本仕様書に定めのない事項及び仕様書の内容に疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協 

議してこれを定めるものとする。 

 

１２．事務局 

   御宿町教育委員会 教育課 学校教育班（御宿町役場４階） 

   〒299-5192 千葉県夷隅郡御宿町須賀１５２２番地 

   T E L：0470-68-2514   F A X：0470-68-3293 

   E-mail：kyouiku@town-onjuku.jp 


